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栴
門
は
此
の
地
の
み
た
ら
歩
、
都
て
本
町
の
ク
所
に
は
、
地
子
地
と

の
地
堺
毎
に
木
戸
と
呼
ぴ
て
柵
門
あ
り
て
、
夜
中
は
此
の
門
に
居
る

夜
番
人
扉
を
打
つ
定
め
た
り
。
金
津
町
方
二
日
讃
定
書
に
戟
せ
だ
る

寓
治
三
年
七
月
十
日
町
奉
行
里
見
七
左
衛
門
等
よ
り
の
発
書
に
、
町

、
木
戸
回
世
帯
候
は
ど
大
門
を
さ
し
、
夜
更
候
て
く
ど
り
を
も
さ
し
1

番
人
無
担
油
断
-
た
て
あ
け
仕
候
様
に
可
=
申
付
-
事
。
と
い
ふ
ク
僚
を
血
中

げ
た
り
。
但
し
此
の
栴
門
の
創
立
も
、
何
れ
の
時
よ
り
も
仏
ら
ん
。
い

ま
だ
緒
記
録
中
に
所
見
悲
し
。
此
の
栴
門
共
も
香
林
坊
橋
・
枯
木
橋

の
雨
惣
門
と
同
時
に
取
除
に
相
成
り
、
今
は
共
の
遺
跡
も
た
し
。

O
香
林
坊
醤
邸

此
の
哲
邸
は
、
香
林
坊
橋
下
な
る
片
町
東
側
入
口
の
角
家
に
て
、
横

小
路
は
皆
貸
家
と
せ
し
か
ど
、
後
居
邸
も
割
家
と
た
し
、
別
家
と
雨

家
居
住
す
る
慮
、
更
に
零
落
し
て
、
本
末
共
品
川
家
屋
を
賀
却
し
て
退

去
せ
り
と
云
ふ
。

O
向
田
香
林
坊
億

元
総
十
三
年
の
由
緒
寄
に
云
ふ
。
先
祖
向
閲
兵
衛
石
川
勝
倉
谷
に
数

年
浪
人
民
て
罷
在
、
高
徳
公
御
入
城
以
前
首
地
へ
罷
出
.
町
人
と
成

由
停
承
す
。
高
祖
父
向
聞
香
林
坊
は
、
貨
は
叡
山
の
出
家
に
有
り
し

し
人
な
る
べ
し
。
故
に
向
闘
を
稀
披
と
は
注
し
た
る
も
の
也
。
さ
れ

ぽ
脊
林
坊
の
元
祖
向
田
兵
衛
も
、
若
し
は
越
中
の
出
生
に

τ‘
向
岡

，
次
郎
材
高
が
葡
孫
た
ら
ん
か
。
叉
香
林
坊
は
、
弘
治
元
年
朝
倉
宗
滴

加
賀
園
の
一
挟
征
伐
と
し
て
討
入
の
時
、
朝
倉
氏
将
士
の
中
に
佐
々

布
光
林
坊
と
い
ふ
入
、
朝
倉
始
末
記
・
加
越
闘
静
記
等
に
載
せ
た
り
。

若
し
は
向
聞
香
林
坊
と
図
み
あ
る
人
た
ら
ん
か
。
越
前
誌
に
も
.
佐

々
布
光
林
坊
が
居
蹴
等
の
事
を
載
せ
た
れ
ど
.
光
林
坊
と
香
林
坊
と

は
別
競
怠
る
も
知
る
べ
か
ら
宇
。
但
し
楠
接
が
小
橋
天
紳
記
に
は
‘

高
野
山
の
宿
坊
ト
暗
唱
明
M
H
-
a

光
林
坊
と
い
へ
る
借
坊
あ
り
て
、
犀
川
小

橋
の
ほ
と
り
に
居
住
し
‘
普
く
府
下
に
金
銀
を
貸
し
弘
め
‘
大
に
繁

昌
た
せ
し
か
ぽ
、
小
橋
を
ぽ
世
俗
呼
ん
で
光
林
坊
の
橋
と
名
目
す
。

後
図
君
光
高
公
の
樟
を
避
け
て
、
光
の
宇
を
改
め
て
呑
林
坊
と
文
字

を
換
へ
た
り
と
か
や
。
今
も
猶
此
の
橋
の
南
側
に
香
林
坊
茶
と
て
、

故
あ
る
町
家
あ
り
。
是
光
林
坊
の
葡
末
と
云
ふ
。
と
記
載
す
。
右
の

停
設
に
撮
れ
ば
、
元
は
光
林
坊
と
書
き
た
れ
ば
、
越
前
朝
倉
の
家
人

佐
々
布
光
林
坊
と
あ
る
人
の
子
た
ら
ん
か
。
小
橋
天
紳
祉
の
停
訟

に
、
光
林
坊
と
小
橋
天
紳
の
別
賞
縮
減
院
の
元
組
道
安
坊
と
同
宿
の

民
営
備
に
て
、
そ
の
か
み
小
橋
の
あ
た
り
に
宿
坊
あ
り
て
袋
に
居
住
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滞
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八

底
、
還
俗
致
し
!
向
岡
兵
衛
入
智
に
罷
成
、
目
薬
の
秘
方
家
停
所
持

致
し
来
る
底
、
高
徳
公
の
御
蕗
に
建
し
、
調
合
致
し
可
昌
指
上
-
回
目
御
沙

汰
宥
‘
之
付
、
則
指
上
申
慮
、
御
害
共
頂
裁
仕
、
共
後
御
扶
持
米
を
も

可
v
被
・
下
皆
被
昌
仰
出
-
庭
、
老
人
故
御
断
申
上
候
曲
。
浮
間
宰
相
様
御

限
病
之
節
、
御
築
可
昌
指
上
-
皆
御
意
に
付
、
則
指
上
庭
、
御
平
愈
被
v

震
‘
在
、
御
懇
之
御
寄
頂
戴
被
=
仰
付
一
右
之
御
容
共
寛
永
十
三
年
金
樺

火
事
之
時
焼
失
仕
由
申
停
。
香
林
坊
儀
は
元
和
二
年
病
死
仕
。
と
あ

り
。
叉
祖
父
香
林
坊
喜
兵
衛
は
宰
相
公
御
家
督
之
時
、
金
津
町
中
錫
=

惣
代
-
江
戸
御
祝
儀
罷
越
、
御
能
見
物
被
a
仰
付
一
一
御
料
理
歩
下
、
御
巻

物
拝
領
仕
。
共
後
金
海
町
年
寄
役
被
v
需
a
仰
付
一
病
気
罷
成
、
延
質
問
年

御
断
申
上
御
赦
菟
、
同
六
年
病
死
仕
。
父
呑
林
坊
喜
兵
衛
、
延
貸
七

年
よ
り
銀
座
役
被
昌
仰
付
一
毎
年
銀
子
三
貫
目
宛
頂
獄
、
武
拾
三
ク
年

相
勤
、
元
総
十
三
年
七
月
病
死
仕
。
と
あ
り

τ、
一
冗
組
以
来
苗
字
は

肉
聞
な
れ
ど
、
三
代
目
よ
り
以
後
は
香
林
坊
を
稀
貌
と
友
し
た
り
。

按
宇
る
に
、
源
平
盛
衰
記
巻
廿
八
に
越
中
国
住
人
向
間
二
郎
材
商
と

い
ふ
人
見
ね
た
り
。
磁
波
山
合
戦
の
僚
に
は
、
越
中
国
住
人
宮
崎
太

郎
・
向
岡
荒
次
郎
兄
弟
二
人
。
と
も
あ
り
。
右
向
聞
は
今
磁
波
郡
五
位

庄
内
に
上
向
田
村
・
下
向
田
村
と
て
二
邑
あ
り
。
此
の
地
に
土
著
せ

し
、
小
橋
天
紳
を
勤
請
し
‘
雨
入
共
に
枇
備
と
成
り
奉
仕
せ
し
か
ど
、

光
林
坊
は
後
向
岡
兵
衛
の
嗣
子
と
成
h

ヘ
向
田
香
林
幼
と
稀
し
、
彼

の
家
を
縫
ぎ
町
人
と
成
り
、
道
安
坊
は
後
々
ま
で
小
橋
天
紳
の
別
蛍

と
成
り
、
後
に
は
修
騒
波
に
穂
じ
.
山
伏
の
一
波
と
成
り
て
賀
来
寺

繭
議
院
と
統
し
、
妻
帯
と
成
り
子
孫
相
続
し
‘
子
ν
今
香
林
坊
の
子
孫

と
共
に
連
綿
す
。
と
い
へ
-
り
。
按
宇
る
に
‘
右
小
橋
天
紳
の
僻
践
の

如
く
・
な
ら
ば
、
叡
山
の
出
家
と
い
ひ
僻
ふ
る
は
遁
聞
た
ら
ん
か
。

。
稽
七
ケ
辻

務
停
に
云
ふ
。
片
町
よ
り
竪
町
へ
入
る
四
ツ
辻
を
ぽ
、
昔
は
植
七
夕

辻
と
呼
ぺ
り
。
酢
屋
の
櫨
七
と
い
ふ
も
の
此
の
辻
漣
に
居
住
す
。
故

に
檎
七
ク
辻
と
呼
ぴ
た
り
し
を
、
後
に
呼
び
繰
り
て
五
七
ナ
辻
と
稀

す
と
い
ひ
体
へ
た
り
。
今
は
共
の
稿
も
絶
え
て
‘
世
人
知
る
も
の
疋

し。O
酢
屋
櫨
七
偉
話

三
登
記
に
、
慶
長
十
年
七
月
徳
川
二
代
将
軍
秀
忠
公
の
姫
君
、
米
だ

幼
少
に
ま
し
/
¥
し
と
い
へ
ど
も
、
利
光
卿
へ
御
線
組
あ
り
と
て
金

津
へ
御
入
典
。
路
次
中
の
御
慰
み
と
て
、
酢
屋
の
櫨
七
銀
の
立
烏
帽

子
に
朱
の
丸
付
け
て
、
直
垂
の
装
束
に
て
御
輿
の
先
に
頭
を
ふ
り
随

丸




